
平成26年度
在宅の高齢者虐待に関する新潟市の状況（H27.3.31現在）

①相談・通報件数

②虐待の相談・通報者（複数回答）

ｎ=180

ｎ=１８2

介護支援

専門員・介

護保険事

業所職員 

近隣住民・

知人 
民生委員 

被虐待者

本人 

家族・    

親族 

虐待者自

身 

当市町村

行政職員 
警察 その他 

不明（匿名

含む） 

北 12 1 0 3 5 0 0 10 4 0 

東 8 0 0 0 1 0 0 1 1 1 

中央 15 0 0 0 0 0 0 14 3 1 

江南 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

秋葉 18 1 3 0 0 0 0 6 3 0 

南 20 2 0 1 4 0 0 0 1 0 

西 8 2 1 0 1 0 0 1 2 0 

西蒲 5 3 0 4 2 0 1 2 5 0 
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・介護支援専門員、介護職が48.9％と最も多く、次いで警察からの通報も18.7％と多く，次に多いものが家族，親族で8.2％ 

・その他・・・病院,ケースワーカー，地域包括支援センター，児童委員，配達業者，自治会長，小学校 等 
 

件
数

8 

15 

0
1 

19 

2 

89 

9 

34 

5 

北 東 中央 江南 秋葉 南 西 西蒲 

予防的支援※１ 5 3 18 3 12 20 6 15 

虐待と判断 29 9 15 3 19 7 9 7 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

        高齢化率※２         27.1%(北）    26.3%(東）   25.6% (中央）  26.4%（江南）   28.5%（秋葉）   26.3%（南）   26.5%(西）   28.8%(西蒲） 

      ※１予防的支援とは虐待を受けたとは思われなかったが，予防的に何らかの対応を行った事例のこと  ※２高齢化率はH27.5現在  

３４ 

１２ 

３３ 

６ 

３１ 
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１５ 
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件

数 

資料１-２ 



③事実確認の状況　(事実確認を行った事例のうち，次年度に入って事実確認調査を行ったものも含むため合計件数は新規受付件数と一致しない）ｎ＝180

④虐待種類の内訳（複数回答） n=133

訪問による事実確

認（立入は除く）

（面接含む） 

※関係者からの情

報収集のみにより

事実確認 

立入調査による事

実確認 

（立入調査のうち）

警察が同行した 

（立入調査のうち）

警察に援助要請し

たが同行はなかっ

た 

相談・通報を受理

し，後日，事実確

認を予定又は対応

を検討中 

事実確認を行わな

かった 

北 30 4 0 0 0 0 0 

東 4 8 0 0 0 0 0 

中央 30 0 0 0 0 1 2 

江南 3 3 0 0 0 0 0 

秋葉 22 7 0 0 0 2 0 

南 25 2 0 0 0 0 0 

西 15 0 0 0 0 0 0 

西蒲 19 3 0 0 0 0 0 
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０ ０ ０ 

148 

身体的虐待 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 介護放棄 

北 27 10 0 1 3 

東 8 1 0 2 0 

中央 6 4 0 9 1 

江南 1 1 0 0 1 

秋葉 15 7 0 1 1 

南 5 2 0 2 4 

西 6 5 0 2 1 

西蒲 5 1 0 1 0 
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31 
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身体的虐待が54.9%と最も多く、次いで心理的虐待が23.3%  

訪問による事実確認が全体の82.2％ 



⑤虐待の発生に影響を与えたと思われる要因（複数回答）
ｎ＝１６６

本人と虐待

者との人間

関係 

虐待者の

精神疾患

などの問題

（アルコー

ル依存等） 

虐待者の    

経済的問

題 

虐待者に

虐待認識

がない 

虐待者の  

介護疲れ 

高齢者本

人 の性格

や人格 

高齢者本

人の          

経済的問

題 

高齢者本

人の認知

症による言

動の混乱 

その他 

北 3 3 1 20 6 2 0 6 0 

東 5 7 1 2 2 0 0 2 3 

中央 9 3 7 5 2 3 1 4 0 

江南 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

秋葉 10 4 2 2 5 1 0 4 2 

南 2 0 0 3 0 2 0 2 0 

西 4 2 2 0 5 3 0 0 0 

西蒲 1 2 3 0 2 0 0 3 0 
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１ 

・虐待に及ぶ一番多い理由は,高齢者本人と虐待者の人間関係21.7% 次いで虐待者に虐待行為の認識が欠如している19.3%  
  虐待者の介護疲れ13.9%であった 
  
 
・その他・・・ 虐待者又は本人に精神疾患や性格にこだわりがある，高齢者の疾患  
 

件

数 



⑥被虐待者の性別

⑦被虐待者の年齢
ｎ＝９８

ｎ＝９８

※約8割が女性である。 

65歳～69歳 70歳～79歳 80歳～89歳 90歳以上 不明 

北 2 13 14 0 0 

東 2 5 2 0 0 

中央 0 6 7 2 0 

江南 0 1 1 1 0 

秋葉 2 6 8 3 0 

南 0 0 7 0 0 

西 0 3 6 0 0 

西蒲 1 2 3 1 0 
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件
数 

・80歳代が最も多く49.0％ 次いで70歳代が36.7% 
 

男 女 

北 3 26 

東 2 7 

中央 3 12 

江南 1 2 

秋葉 4 15 

南 2 5 

西 1 8 

西蒲 3 4 
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男 

19.4% 

女 

80.6% 

被虐待者の性別 

男 女 



⑧被虐待者の介護認定の有無 ｎ＝１０８

ｎ＝134

ｎ=35

⑨被虐待者の要介護度 ｎ＝７４

ｎ＝89

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

北 1 3 4 4 5 2 1 

東 0 0 2 2 0 0 2 

中央 0 2 0 8 1 1 0 

江南 0 1 1 0 0 0 0 

秋葉 1 1 4 5 3 2 0 

南 0 1 1 2 0 2 1 

西 1 0 0 1 1 2 0 

西蒲 0 1 1 3 1 0 0 
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１
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９ 
 ４ 

 ３ 

２５ 

・要介護２が33.8%と最も多く，次いで要介護１が17.6% 次いで要介護3が14.9％ 

未申請 申請中 認定済み 非該当（自立） 不明 

北 6 2 20 1 0 

東 3 0 6 0 0 

中央 3 0 12 0 0 

江南 1 0 2 0 0 

秋葉 0 0 16 3 0 

南 0 0 7 0 0 

西 4 0 5 0 0 

西蒲 1 0 6 0 0 
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・介護認定者が全体の75.5％ 
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⑩被虐待者の認知症の有無 ｎ＝７４

⑪虐待者との居住形態 ｎ＝９８

自立または

認知症無し 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ M 

認知症有（ラ

ンクは不明） 
不明 

北 1 4 6 8 1 0 0 0 

東 0 0 4 2 0 0 0 0 

中央 1 1 7 1 1 1 0 0 

江南 1 1 0 0 0 0 0 0 

秋葉 3 2 6 5 0 0 0 0 

南 1 0 3 3 0 0 0 0 

西 0 1 0 3 1 0 0 0 

西蒲 1 2 1 1 0 0 1 0 
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・要介護認定者の89.2%に認知症の症状がみられる 
 日常生活に支障をきたす行動や症状やがみられる自立度Ⅱが36.5%で最も多く，次いで自立度Ⅲが31.1% 
 自立または認知症なしは全体の10.8％ 
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１ １ 
０ 

虐待者と同居 虐待者と別居 その他 不明（調査中） 

北 29 0 0 0 

東 7 2 0 0 

中央 12 3 0 0 

江南 3 0 0 0 

秋葉 18 1 0 0 

南 7 0 0 0 

西 9 0 0 0 

西蒲 7 0 0 0 
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・虐待者と同居が93.9％ 虐待者と別居6.1％ 

 

件
数 
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⑫世帯構成 ｎ=９８

⑬虐待者の続柄（複数回答） ｎ=９９

単身世帯 夫婦二人世帯 
未婚の子と同一

世帯 

既婚の子と同一

世帯 
その他 不明（調査中） 

北 0 3 6 14 6 0 

東 2 3 4 0 0 0 

中央 3 1 9 1 1 0 

江南 0 1 1 1 0 0 

秋葉 1 2 4 9 3 0 

南 0 1 4 2 0 0 

西 0 1 5 3 0 0 

西蒲 0 3 2 0 2 0 
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３０ 
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・その他・・・元妻，娘家族との世帯，長男嫁・孫・ひ孫との世帯，兄弟と兄弟の子と同居，弟と同居 等 
・未婚の子及び既婚の子と同一世帯を合わせ全体の66.3％ 

０ 

夫 妻 息子 娘 
息子の配

偶者 

娘の配偶

者 
兄弟姉妹 孫 その他 不明 

北 5 0 10 5 1 2 3 2 2 0 

東 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 

中央 2 0 7 3 0 1 1 0 1 0 

江南 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

秋葉 6 0 5 3 3 0 1 0 1 0 

南 1 0 3 2 0 0 0 1 0 0 

西 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 

西蒲 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 
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・息子が36.4%と最も多く，次いで夫が24.2％，娘16.2％，息子の配偶者6.1% 
・その他…甥，妹の夫・姪 等 

 

０ 



⑭　虐待者の年齢　　　　　　 ｎ＝９９

⑮虐待者との分離の有無 ｎ=９８

23 

26 

分離を行った事例 分離していない事例 

被虐待者が複数で異

なる対応（分離と非分

離）を行った事例 

現在対応について検

討・調整中の事例 
その他 

北 7 22 0 0 0 

東 5 4 0 0 0 

中央 0 15 0 0 0 

江南 2 1 0 0 0 

秋葉 5 13 0 0 1 

南 2 5 0 0 0 

西 5 4 0 0 0 

西蒲 0 7 0 0 0 
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７１ 

０ 

１ 

・虐待への対応として分離した事例が26.5%，分離をしていない事例が72.4％ 

・その他…入院中 

 

０ 

20歳未満 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上 不明 

北 0 1 3 4 8 9 3 2 0 

東 0 0 1 3 2 1 2 0 0 

中央 0 0 0 4 5 3 2 1 0 

江南 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

秋葉 0 0 0 3 4 5 4 3 0 

南 1 0 0 0 1 4 0 1 0 

西 0 0 1 2 2 1 0 3 0 

西蒲 0 0 1 2 1 0 2 1 0 
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・60歳代が全体の24.2%と一番多く、次に50歳代が23.2%、40歳代が18.2% 
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⑯分離を行った事例の対応の内訳 ｎ＝２９

⑰分離していない事例の対応の内訳（見守りのみ以外複数回答）　　 ｎ＝１０２

養護者に対する

助言・指導 

養護者自身が

介護負担軽減

のための事業

に参加 

被虐待者が介

護保険サービス

を新たに利用 

被虐待者の介

護保険サービス

を継続して利用

（※１） 

虐待者が介護

保険サービス以

外のサービス

（※２）を利用 

その他 見守りのみ 

北 18 0 0 11 1 9 4 

東 2 0 0 2 2 1 0 

中央 7 0 2 5 3 3 0 

江南 0 0 1 0 0 0 0 

秋葉 8 0 0 0 0 3 2 

南 3 0 0 1 0 0 2 

西 1 0 1 1 0 1 0 

西蒲 3 1 0 0 2 2 0 
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１９ 
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・養護者に対する助言・指導41.2％，介護保険サービス（新規・継続）を利用した支援が23.5％、見守りのみ7.8％ 

・その他・・・養護者の介護保険申請・受診勧奨・就労支援，障がい者関連機関との連携，小学校との連携，医療機関との連携 
 
※１ 被虐待者に対するケアプランの見直し。 ※２ 介護保険サービス以外のサービスとは包括，民生委員等の見守り，定期訪問等。 
 

１ 
 

契約による介

護保険サービ

スの利用 

（左記のうち

面会制限の

あった事例） 

やむを得ない

事由等による

措置 

（左記のうち

面会制限の

あった事例） 

緊急一時保

護 

（左記のうち

面会制限の

あった事例） 

医療機関へ

の一時入院 

（左記のうち

面会制限の

あった事例） 

その他 

（左記のうち

面会制限の

あった事例） 

北 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

東 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

江南 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

秋葉 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

南 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

西 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

西蒲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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10 

20 

件
数 

 
 

１ 

５ 

０ 

・契約による介護保険サービスの利用が69.2％ 

・その他： ケアハウス，アパート契約，娘宅 等 

１ 
 

２ 

０ 

１８ 
 

０ ０ 

２ 



⑱　虐待ではない又は虐待の判断に至らなかった事例の対応の内訳　（見守りのみ以外重複有） ｎ＝８７

⑲権利擁護に関する対応　　（前年度以前からの継続ケースへの対応を含む）　　　　ｎ＝８

養護者に対する

助言・指導 

他機関への引き

継ぎ 

高齢者が新たに

介護保険サービ

スを利用 

既に介護保険

サービスを受け

ているが，ケア

プランを見直し

（※１） 

高齢者が介護

保険サービス以

外のサービスを

利用  （※２） 

権利擁護対応 その他 見守りのみ 

北 2 0 0 2 0 0 0 1 

東 1 1 0 1 0 0 0 1 

中央 6 5 0 3 0 1 2 4 

江南 0 1 0 2 0 0 0 0 

秋葉 1 1 0 0 0 1 5 2 

南 4 0 1 3 0 0 5 10 

西 0 0 0 0 0 0 0 6 

西蒲 5 1 0 0 1 2 1 5 
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  １３ 
 

  ４ 

・見守りのみが33.3％  養護者に対する助言指導21.8％，介護保険サービス（新規・継続）を利用した支援が13.8% 

・他機関への引き継ぎ・・・DV相談機関，法テラス，こころの健康センター 等 

・その他・・・ 虐待者の転居，施設入居，事実確認の継続，高齢者の入院 等 
 

※１ 被虐待者に対するケアプランの見直し ※２ 介護保険サービス以外のサービスとは包括，民生委員等の見守り，定期訪問 等 

成年後見制度利用開始済 
成年後見制度利用手続き

中 

左記のうち市町村長申立

の事例 
日常生活自立支援事業 

北 0 0 0 0 

東 0 0 0 0 

中央 1 1 1 1 

江南 0 0 0 0 

秋葉 0 0 0 0 

南 1 0 1 0 

西 0 0 0 0 

西蒲 2 0 0 0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

件
数 

４ 

・成年後見制度利用は5件。そのうち市長申立ては2件    日常生活自立支援事業の利用は１件 

１ １ 

２ 

件
数 


